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（２）母子・父子・寡婦福祉 
 戦後 60 有余年を経過し社会情勢は大きく変化し、核家族化と離婚・死別・未婚の母などによるひと

り親家庭が増加傾向にあります。特に母子家庭の女性は、県内の女性労働者に比べて非正規雇用の割

合が高く養育費の確保が難しいことなど、経済的に自立するためには総合的な対策を推進する必要が

あります。 

 このような現状を踏まえ、県では母子自立支援員を配置し、母子・父子家庭・寡婦家庭の子育てを

はじめとした生活および就業に関する様々な悩みについて、身近なところで相談を受けています。 

 また、就業支援のため福井県母子寡婦福祉連合会へ委託した「母子家庭等就業・自立支援センター」

の就業相談員・母子自立プログラム策定員と連携し、職業能力の向上および求職活動に関して情報提

供をしています。さらに、平成 19 年 10 月から養育費相談員も配置し、連携して養育費の確保につい

ての情報提供、相談等を受けています。 

 この他、県の福祉対策として、次のような支援をしています。 

① 経済的支援（児童扶養手当、児童手当、ひとり親家庭医療助成事業、母子寡婦福祉資金貸付金等） 

② 子育て支援（母子家庭等日常生活支援事業等） 

③ 就業支援（母子家庭の母に対して母子家庭等教育訓練給付金・高等技能訓練促進費を給付） 

  

表１ 母子・父子・寡婦相談状況（実件数）                平成 19 年度 

                

    鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 
福井県 

住宅 1 24     2 27 66 

医療 18 127   1   146 268 

就職 52 54 3 11 2 122 447 

家庭紛争 0 1   1 4 6 69 

生
活
一
般 

その他 20 45     5 70 213 

養育 3 5   1   9 87 

教育 8 1   3 3 15 72 

非行 0         0 9 

児
童 

その他 19 2     1 22 65 

資金貸付母子福祉 29 170   17 26 242 727 

資金貸付寡婦福祉 2 20 7   6 35 63 

児童扶養手当 14 116   1   131 325 

母子支援 21 20   1 1 43 114 

生
活
援
護 

その他 3       1 4 9 

合計 190 585 10 36 51 872 2,534 
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表２ 母子寡婦福祉資金の新規貸付決定状況（金額単位：千円）          平成 19 年度 

 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 
福井県 

 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 

①事業開始資金                     0 0     

②事業継続資金                     0 0     

③就学支度資金     2 665         1 370 3 1,035 19 6,155 

④修 学 資金     6 13,461         1 2,592 7 16,053 28 47,871 

⑤技能修得資金                     0 0 1 350 

⑥修 業 資金                 1 300 1 300 1 300 

無 

利 

子 

⑦就職支度資金                     0 0     

⑧生 活 資金                     0 0 2 609 

⑨住 宅 資金                     0 0 1 1,500 

有
利
子 

⑩結 婚 資金                     0 0     

合計 0 0 8 14,126 0 0 0 0 3 3,262 11 17,388 52 56,785 

注）⑧生活資金、⑨住宅資金、⑩結婚資金は年３％の有利子貸付、他は無利子貸付。 

 

（３）女性福祉 
 女性福祉対策は、当初、売春防止法による要保護女子の保護・更生・自立指導を主に実施してき

たが、近年、社会経済情勢等の変化に伴い相談内容も複雑多様化してきており、夫の暴力・性被害・

サラ金問題・離婚等、様々な問題を抱えた女性を保護するなど広範囲に及んでいます。 
 この中でも特に夫の暴力に関しては、平成 13 年 10 月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律」（DV 法）が施行され、さらに平成 18 年 4 月から各健康福祉センターにも「配

偶者暴力被害支援センター」の役割が付与されたことにより、相談に占める割合も高くなっていま

す。(表 2） 
 このような現状を踏まえ、県では女性相談員を配置し、警察・裁判所・市町など関係機関と協力

して、女性の人権を守り、健全な社会生活を営むことができるよう支援活動を行っています。 
また、DV 被害者支援に関する制度の理解や相談対応等職員の資質向上を目的とした研修会を実施

しています。 
 
表１ 相談状況（相談者の年代別）                平成 19 年度 

 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

10 歳代  4    4 

20 歳代 14 15   2 31 

30 歳代 41 40  1 15 97 

40 歳代 15 16   4 35 

50 歳代 34 16  4  54 

60 歳以上 19 7   4 30 

計 123 98 0 5 25 251 
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表２ 相談状況（主訴別）                      平成 19 年度 

  
鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

生活困窮  2   1 3 

借金 1     1 

求職 7 4   13 24 

病気      0 

精神衛生 22 3  2 2 29 

未婚の母      0 

男女問題 3 3    6 

帰住先なし  4    4 

本
人
の
問
題 

その他 6     6 

夫の暴力 33 28  3 1 65 

夫の問題 9 2    11 

離婚問題 20 37   2 59 

家庭不和 3 2   3 8 

子供の問題 13 6   3 22 

家
庭
の
問
題 

その他 6 7    13 

計 123 98 0 5 25 251 

 

 表３ 支援活動状況                         平成 19 年度 

  
鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

指導・助言 120 68  3 25 216 

就職・自営      0 

結婚      0 

家庭へ送還      0 

福祉事務所へ移送  6    6 

婦人相談所へ移送 2 7    9 

関係機関施設移送 1 17  2  20 

計 123 98 0 5 25 251 
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表４ ＤＶ被害防止研修会 

日時・会場 内容 講師 参加者 

 

平成19年 10月 30日 

13時～14時 30分 

越前市福祉健康ｾﾝﾀｰ 

大会議室 

（アルプラザ ４F） 

 

講演 

「DV を乗り越えて」 

 

レジリエンス代表 

DV コンサルタント 

ソーシャルワーカー 

中島 幸子 氏 

 

民生児童委員  9 

婦人福祉協議会 13 

人権擁護委員  7 

法務局・警察署 5 

県・市・町職員 9 

計 43 人 

 

 

平成 20 年 2 月 19 日 

13 時 30 分～15 時 

越前市福祉健康ｾﾝﾀｰ 

大会議室 

（アルプラザ ４F） 

 

①講義 

「配偶者暴力防止法

の改正について」 

②DV 被害者自助グル

ープ「チューリッ

プの会」活動事例

報告および助言 

 

 

①男女参画・県民活動課 

企画主査 土肥修身氏 

 

②コーディネーター 

福井大学医学部看護学科 

地域看護学 

教授 長谷川美香氏 

 

 

民生児童委員  12 

婦人福祉協議会 5 

法務局・裁判所 2 

警察署     1 

県・市・町職員 12 

計 32 人 

 

平成 20 年 3 月 19 日 

13 時 30 分～15 時 

丹南健康福祉ｾﾝﾀｰ 

2 階大会議室 

 

①講義 

「配偶者暴力防止法

の改正について」 

②DV 被害者自助グル

ープ「チューリッ

プの会」活動事例

報告および助言 

 

①男女参画・県民活動課 

企画主査 土肥修身氏 

 

②コーディネーター 

福井大学医学部看護学科 

地域看護学 

教授 長谷川美香氏 

 

 

民児協連合会   6 

婦人福祉協議会  2 

人権擁護委員   1 

保護司会     6 

公共職業安定所  1 

警察署      1 

県・市・町職員  8 

計 25 人 

 

 
 


